
初代内閣総理大臣伊藤博文をはじめ、明治維新の志士たちの拠り所となり、

日清講和条約締結会場となるなど、数々 の歴史を見つめ続けてきた春帆楼。

明治21年に伊藤博文が春帆楼でふぐ料理を食したのを機に禁制が解かれ、

ふぐ料理公許第一号となりました。

選び抜かれた新鮮で良質なふぐを伝統の匠の技で味わえます。

2日目夕食

三つ星レストラン出身のシェフが総料理長を務めるレストランで、シェフおまかせ

本格フレンチディナーをお楽しみください。

1日目夕食

1日目昼食

特別ふく会席

料理料理

料理料理料理料理

地元産の“あわび”や“いか”などさまざまな新鮮な海の幸や、

幻の牛と称され、ミネラル豊富な牧草地で放牧飼育されている

壱岐牛など、極上の素材を活かした和の晩餐をどうぞ。

2019年 2月
1日（金）・15日（金）

出発日

6室限定！ 少人数で行くグルメ紀行 6室限定！ 少人数で行くグルメ紀行 

※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

  JCBプレミアムカード会員限定ツアー ※JCBプレミアムカードとは、JCBザ・クラス、プラチナ、
　ゴールド ザ・プレミア、ゴールド、ネクサスの総称です。



観光

宿泊

宗像大社は天照大神の三柱の御子神

（田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神）をま

つっています。またの名を「道主貴」とい

い、国民のあらゆる道を司る最高神ともい

われています。「神宿る島」宗像･沖ノ島と

関連遺跡群として、2017年7月にユネスコ

世界文化遺産に登録されました。

1日目

宿泊箇所 B 博多港 s〈ジェットフォイル〉 壱岐・芦辺港 B 
三益寿司（昼食） B 原の辻遺跡 B 一支国博物館 B 黒崎半島（猿岩、東洋一の
砲台跡） B 宿泊箇所　　　　　　　　　　　　   　　　　　 ［壱岐湯の本温泉泊］

1

2

3

■日程 a…飛行機（普通席）　j…新幹線（グリーン車）　B…バス　s…船　□世 …世界遺産

B 下関春帆楼本店（昼食） B □世 宗像大社（案内ガイドと散策、神宝館見学）
B 宿泊箇所　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　 　　   　　　 ［宗像泊］

①　　羽田空港（9：00～9：30）発 a 北九州空港（11：00～11:30） 発
②　　名古屋駅（7：40～8：15）発 j 新大阪駅（8：30～9：10）発 j  小倉駅（10：40～11：20）発

宿泊箇所 B あまごころ本舗（お買物） B 印通寺港 s〈フェリー〉 
唐津東港 B 唐津・水野旅館（昼食） B 旧高取邸 B 

　　　博多駅（17：00頃）着 j 新大阪駅（19：30～20：30）着 j 
　　 名古屋駅（20：30～21：10）着②

①　　福岡空港（17:20頃）着 a 羽田空港（20：00～21：00）着

■最少催行人員：10名様　
■添乗員：①1日目の羽田空港から3日目の羽田空港まで同行します。 

②1日目の新大阪駅から3日目新大阪駅まで同行します。　
■宿泊：[福岡・宗像]オテルグレージュ（洋室／バス・トイレ付 ツインベッドまたはダブルベッド＋エキストラベッ

ド利用）、[壱岐湯の本温泉]海里村上（和洋室／シャワーブース・トイレ付またはバス・トイレ付）　
■食事：朝2回、昼3回、夕2回　

※3名様1室の利用はお問い合わせください。　※小学生以下のお子様は参加できません。

旅行代金発着地出発日
248,000円

218,000円

258,000円

240,000円

218,000円

2019年2月1日（金）

2019年2月15日（金）

①

②

東京（羽田空港）

現地（北九州空港発／福岡空港着）

名古屋（名古屋駅）

大阪（新大阪駅）

現地（小倉駅発／博多駅着）

■出発日／旅行代金　おひとり様、2名様1室利用（税込）

3日目

「肥前の炭鉱王」と称される

高取伊好が、明治期に建てた

豪奢な邸宅。能舞台や杉戸

絵、欄間が彩る和空間と、洋

館が組み合わさった独特の建

物で、国の重要文化財に指定

されています。
旧高取邸 内観

提供：（一社）唐津観光協会 宗像大社辺津宮本殿・拝殿

2日目

壱岐の自然が心に刻まれるようにと館内の窓

ガラスはつねに美しく、客室はグレードアップ

した和洋室にてご用意。塩分と鉄分を豊富

に含む、湯量豊富な源泉掛け流しの温泉。

優雅に味わえる朝食まで、すべてがおもてなし

の心に満ちあふれています。 ロビー

大海原を望む地中海のリゾートを思わ

せる、全6室の優雅なデザイナーズホテ

ル。家具はイタリアの有名家具ブランド

が手掛けたオリジナルデザイン。本ツ

アー貸し切りなので、ゆったりと滞在で

きます。

1日目

外観

※掲載の写真はすべてイメージです。
※小学生以下のお子様はご参加できません。

別途詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、下記旅行条件（募集型企画旅行契約/要約）とあわせて事前にご確認のうえ、お申し込みください。

ツアーに関するお申し込み・お問い合わせはJCBトラベルデスクへ企画旅行取消料　お取り消しの場合は下記の取消料を申し受けます（各旅行代金に対して）

出発日の
前日から
起算して

20日前から8
日前まで

7日前から
2日前まで

出発前日
（1日前）

出発日
当日

出発後・
無連絡
不参加

20％ 30％ 40％ 50％ 100％

JCBトラベルデスク  受付時間10:00AM～6:00PM 日・祝・年末年始休 
東 京  0120-950-347
大 阪  0120-950-348

JTB・朝日新聞グループ

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第97号
一般社団法人日本旅行業協会正会員・ボンド保証会員
東京都港区三田3-13-12 

　　　　　　　　   三田MTビル2階　〒108-8308

※愛知県・岐阜県・富山県から西にお住まいの方は大阪へ、
　それ以外の方は東京へお電話ください。

。すまし内案ごで声音動自とるなにけかおにルヤイダーリフの左 ※
ガイダンスに従ってメニュー番号をご入力ください。
※JCBトラベルからお客様へご連絡する際の発信者番号は左の
　フリーダイヤルとなります。

お申し込みの際は必ず下記旅行条件（募集型企画旅行契約/要約）をお読みください。
この旅行は株式会社朝日旅行（以下当社という）が企画・募集し実施するもので、この旅行に参加される
お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下をご確認ください）締結することになります。この契約に定め
のない事項については当社旅行業約款および法令又は一般に確立された慣習によります。又、当社が法
令に反せずかつお客様の不利にならない範囲で書面により特約を結んだ時は、その特約が優先します。

1.旅行のお申し込みと契約の成立
①コース番号をご指定の上、お申し込みください。電話、Eメール、ファックスでお申し込みの際
は、コースNo、出発日、人数、名前、住所、電話番号、Eメールアドレス等をお知らせください。E
メール、ファックスによるお申し込みの時点では、まだ正式な予約ではなく、当社がお申し込み
を受諾した旨を、回答申し上げた時点で予約となります。なお、当社の営業時間外に送信いた
だいたお申し込みについては、翌営業日、営業時間の回答とさせていただきます。当社が予約
受諾の旨を通知し、お客様の旅行代金のお支払いをもって、契約の成立となります。
②通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時
に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は当該通知が
お客様に到達した時に成立するものとします。

2.旅行代金に含まれるもの
旅行代金には旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊、食事、観光料金（ただし「自由」「
自弁」と記載されているものを除く）、添乗員経費、消費税が含まれています。（コースに含まれな
い交通費などの諸経費、及び個人的費用は含みません）

3.旅行契約内容・代金の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運
行（航）計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契
約内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更する場合があります。

4.取消料のかかる場合（お客様による旅行契約の解除）
お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

※コース、期日の変更の場合も上記取消料が適用されます。※キャンセル（お客様による旅行契約の
解除）のお申し出の取り扱いは当社の営業時間内を基準といたします。※本表の適用に当たって「
出発後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始し
た時」以降をいいます。

5.取消料のかからない場合（お客様による旅行契約の解除）
①～⑤の場合は取消料はいただきません（一部例示）。
①旅行契約内容に例示（a～f）する重要な変更が行われたとき。
a.旅行開始日又は終了日の変更 b.観光地、観光施設、その他の目的地の変更 c.運送機関の
種類又は運送会社の変更 d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 e.宿泊施
設の変更 f.宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更。
②旅行代金が増額された場合。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他
の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる
おそれが極めて大きいとき。
④当社が確定日程表を交付しなかった場合。
⑤当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。

6.当社による旅行契約の解除
次の場合、当社は契約を解除することがあります（一部例示）。
a.旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき b.申込条件の不適合 c.病気、団体行動へ
の支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき

7.当社の責任
当社は当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは損害を賠
償いたします。（損害発生から一定期間の申し出に限る）。ただし次のような場合は原則として
責任を負いません。天災地変、運送宿泊機関の事故もしくは火災等によるサービス提供の中止
、運送機関の遅延、不通またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官
公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。

8.特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った一定の傷害
について、旅行業約款特別補償規程により、一定の補償金及び見舞金をお支払いします。ただ
し、細菌性食中毒、地震、津波による傷害をのぞく。

9.旅程保証
旅行日程に5.①に掲げる重要な変更が行われた場合は、募集型企画旅行契約の規程により、
その変更の内容に応じて旅行代金の1％～5％に相当する額の変更補償金をお支払いします（
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行（
航）計画によらない運送サービスの提供の場合をのぞく）。ただし、一旅行契約について支払わ
れる変更補償金の額は、旅行代金の15％を上限とします。また、変更補償金の額が1,000円
未満の場合はお支払いいたしません。

10.お客様の責任
当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被っ
たときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。

11.
この条件書に定めない事項は当社旅行業約款によります。当社旅行業約款をご希望の方は、
ご請求ください。

12.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2018年9月1日を基準としています。

●個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との間の連絡のため
に利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関・保険
会社等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内
で利用させていだきます。このほか、当社及び販売店では、1.当社及び当社と提携する企業の
商品やサービス等のご案内。2.アンケートのお願い。3.統計資料の作成に、お客様の個人情報
を利用させていただくことがあります。
当社の個人情報の取り扱いに関する方針等については、当社ホームページまたは店頭でご確
認ください。（http://www.asahiryoko.com）

●総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に
関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点
があれば、ご遠慮なく上の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

観光庁長官登録旅行業第1822号 一般社団法人日本旅行業協会正会員
3300-171〒 ルビST場馬田高　2-31-3田高区島豊都京東   　  社本

総合旅行業務取扱管理者：林 由梨
1300-045〒 DLIUB UXEN 浜北　33-4東浜北区央中市阪大府阪大 　店支阪大

総合旅行業務取扱管理者：広瀬 直子

受託販売 


